
埼玉県医師会産業医会会則 
 
  
 
第１条 本会は、埼玉県医師会産業医会と称する。 
 
第２条 本会の事務所は、社団法人埼玉県医師会内に置き、その事務は埼玉県医師会事務局
において処理する。 
 
第３条 本会は、埼玉県医師会の会員で産業医及び産業医学の研究を希望する会員をもっ
て組織する。 
 
第４条 本会は、次の事業を行う。 
 
 （１）産業医会会員の研修 
 
 （２）事業場における保健衛生の向上普及 
 
 （３）会員相互及び事業場間の連繋並びに親睦 
 
第５条 本会に入会を希望する者は、入会届（様式１）を会長に提出するものとする。 
 
２ 本会を退会する者は、退会届（様式２）を会長に提出するものとする。 
 
第６条 本会に次の役員を置く。 
 
   会 長   １ 人 
 
   副会長   ４ 人 
 
   理 事   若干名 
 
   監 事   ３ 人 
 
第７条 役員は、総会の承認を得るものとする。 
 



２ 会長及び副会長は、理事の互選とする。 
 
３ 理事は、各郡市医師会より１人推薦を受けた者と、埼玉県医師会長の指名する者とする。 
 
４ 監事は、埼玉県医師会長の指名する者とする。 
 
第８条 会長は、会務を総理し、本会を代表すると共に会議の議長となる。 
 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。 
 
３ 理事は、会務を分担する。 
 
４ 監事は、会務を監査する。 
 
第９条 役員の任期は２年とし、その期間は埼玉県医師会役員と同じとする。 
 
第１０条 本会に顧問、参与を置くことができる。 
 
２ 顧問、参与は、役員会の議を得て会長が委嘱する。 
 
３ 顧問、参与の任期は、会長の任期とする。 
 
第１１条 本会は、労働衛生の向上発展のため専門委員会を置くことができる。 
 
２ 委員には正副会長のほか、次に掲げる者のうちから会長が指名する。 
 
   （１）埼玉県医師会員で選任産業医 
 
   （２）埼玉県医師会員で労働衛生コンサルタント 
 
   （３）会長が特に指名する者 
 
３ 委員会の主な役割 
 
   （１）労働衛生調査研究 
 



   （２）産業医便覧の編集 
 
   （３）産業医研修会の企画運営 
 
   （４）その他労働衛生に関する学術的活動 
 
４ 委員の任期は２年とし、その期間は役員と同じとする。 
 
５ 委員会に委員長及び副委員長を置き、会長がこれを指名する。 
 
６ 委員長は委員会を代表する。 
 
７ 委員長は、委員会を召集し、委員会の議長となる。 
 
８ 委員長は、委員会における調査研究・協議の経過及び結果を、会長に報告又は答申しな
ければならない。 
 
９ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 
 
第１２条 定例総会は、毎年１回会長がこれを招集する。 
 
２ 次の事項は、総会の議決を得なければならない。 
 
   （１）収支決算に関する事項 
 
   （２）事業計画及び収支予算に関する事項 
 
   （３）会則の変更に関する事項  
 
３ 事業報告は、総会の承認を得なければならない。 
 
第１３条 臨時総会は、役員会の議決又は会員２分の１以上の要求があった場合に会長が
招集する。 
 
第１４条 役員会は、会長が招集する。 
 



２ 次の事項は、役員会の議決を得なければならない。 
 
   （１）総会に提案すべき事項 
 
   （２）会務執行に関する事項 
 
   （３）会長が特に必要と認める事項 
 
第１５条 議決は、すべて出席者の過半数をもってしなければならない。 
 
第１６条 本会の経費は、会費・寄付金・補助金、その他の収入をもってこれにあて、会費
は毎年４月に徴収する。 
 
第１７条 本会の議決事項は、埼玉県医師会長に報告しなければならない。 
 
第１８条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
 
（内 規） 
 
各監督署毎にブロック協議会を置く。 
 
協議会の役員は、各郡市医師会産業医担当理事をもって構成する。 
 
監督署所在地の郡市医師会産業医担当理事を当該監督署連絡係とする。 
 
   附 則 
 
１．昭和４５年１月１６日 施  行 
 
２．昭和４８年５月２３日 一部改正 
 
３．昭和５０年５月２１日 一部改正 
 
４．昭和５１年５月１８日 一部改正 
 
５．昭和５５年５月２７日 一部改正 



 
６．昭和６０年５月２１日 一部改正 
 
７．平成 ２年６月 ５日 一部改正    
 
８．平成 ６年５月３１日 一部改正 
 
９．平成１４年６月２０日 一部改正 
 
 


